
▼
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

○
介
護
給
付
・
訓
練
等
給
付

　
支
援
費
制
度
か
ら
変
わ
る
も
の
で

す
。
機
能
や
目
的
別
で
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
が
分
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

○
自
立
支
援
医
療

　
精
神
通
院
公
費
・
更
生
医
療
・
育

成
医
療
の
支
給
認
定
の
手
続
き
・

利
用
者
負
担
を
共
通
化
す
る
と
と

も
に
、
指
定
医
療
機
関
制
度
が
導

入
さ
れ
ま
す
。

○
補
装
具

　
事
前
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
必
要

性
が
認
め
ら
れ
た
方
に
つ
い
て
、

購
入
ま
た
は
修
理
を
受
け
ら
れ
ま

す
。

○
地
域
生
活
支
援
事
業

　
地
域
で
支
え
る
様
々
な
事
業
を
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
し
ま

す
。

▼
利
用
の
手
続
き

○
介
護
給
付
・
訓
練
等
給
付

　
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
事
前
の
手
続
き

と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
支
給
決
定
の

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
者

の
障
害
等
の
状
況
を
確
認
後
、
新

た
に
設
置
さ
れ
る
審
査
会
に
よ
り

障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
行
い
、

実
際
に
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
や
量
な
ど
を
決
定
し
ま
す
。

○
自
立
支
援
医
療

　
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
方

は
、
診
断
書
等
を
添
付
し
申
請
し

ま
す
。
な
お
、
１
年
ご
と
に
更
新

が
あ
り
ま
す
。

○
補
装
具

　
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
方

は
、
購
入
、
修
理
す
る
前
に
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
地
域
生
活
支
援
事
業

　
介
護
給
付
・
訓
練
等
に
準
じ
た
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画

　
介
護
給
付
・
訓
練
等
給
付
の
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
場
合
、「
い
ろ
い
ろ

な
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
」
、

「
家
族
や
ま
わ
り
の
人
か
ら
の
支

援
が
得
ら
れ
ず
孤
立
し
て
い
る
」

な
ど
の
方
を
対
象
に
、
計
画
的
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
た
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
も

の
で
、指
定
相
談
支
援
事
業
者
に

依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
利
用
負
担

　
利
用
料
の
１
割
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
施
設
を
利
用
す
る
場
合
は
、

光
熱
水
費
な
ど
の
居
住
費
や
食
費

の
実
費
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
利
用
時
の
負
担
が
大
き
く
な
ら
な

い
よ
う
減
免
措
置
等
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
生
活
支
援
事
業
に
つ

い
て
は
、
利
用
負
担
の
し
く
み
が

異
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼
相
談
会

　
障
害
者
自
立
支
援
法
の
概
要
に
つ

い
て
、
介
護
給
付
と
訓
練
等
給
付

等
の
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
次
の
と

お
り
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時
　

　
３
月
15
日（
水
）〜
18
日（
土
）

　
各
日
と
も
９
時
〜
正
午
、
午
後
１

時
〜
４
時

○
場
所
　

　
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
そ
の
他
　

・
予
約
制
で
す
。
３
月
７
日（
火
）か

ら
電
話
で
受
け
付
け
ま
す
。

・
相
談
は
、
一
人
で
も
数
人
で
も
可

能
で
す
。

・
相
談
時
間
は
、
１
回
50
分
程
度
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
相
談
会
申
込
み

　
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎（
73
）４
５
３
０
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平
成
18
年
度

の
タ
ク
シ
ー
利

用
助
成
券
を
発

行
し
ま
す
。
該

当
す
る
方
は
、

申
請
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ

い
。

▼
対
象
者
　
町
内
在
住
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、
自
動
車

税
の
減
免
を
受
け
て
い
な
い
方

○
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
障
害
１
・
２

級
○
上
肢
・
内
部
障
害
１
級

○
療
育
手
帳（
Ａ
１
・
Ａ
２
）を
お
持

ち
の
方
、
ま
た
は
知
能
指
数
35
以

下
と
判
断
さ
れ
た
方

○
特
定
疾
患
医
療
証
の
所
有
者

※
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

○
身
体
障
害
者
手
帳

○
療
育
手
帳
又
は
特
定
疾
患
医
療
証

○
印
鑑

▼
利
用
開
始
　
４
月
１
日（
土
）か
ら

▼
申
請
受
付
　
３
月
28
日（
火
）か
ら

▼
発
行
場
所
　
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

ま
た
は
役
場
福
祉
課

◎
問
い
合
わ
せ

・
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎（
73
）４
５
３
０

・
福
祉
課
　

☎
内
線
３
０
２

障害者障害者
タクシー利用タクシー利用
助成券の発行助成券の発行

障害者
タクシー利用
助成券の発行

　
平
成
１８
年
４
月
に
障
害
者
自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
法
律

は
、
障
害（
身
体
・
知
的
・
精
神
）の
種
別
や
年
齢
を
こ
え
た
共
通
の
ル
ー
ル

と
な
る
も
の
で
、
今
ま
で
の
支
援
費
制
度
、
公
費
負
担
医
療
制
度
等
が
次
の

よ
う
に
改
正
さ
れ
、
新
た
な
保
健
福
祉
制
度
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

障
害
者
の

障
害
者
の

保
健
福
祉
制
度
が
変
わ
り
ま
す

保
健
福
祉
制
度
が
変
わ
り
ま
す

障
害
者
の

保
健
福
祉
制
度
が
変
わ
り
ま
す

本町における障害者自立支援法のサービス

障害の
ある方

介護給付 訓練等給付

①共同生活援助
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援

　 補 装 具 　

自立支援医療

①居宅介護
②行動援護
③児童ディサービス
④短期入所
⑤重度訪問介護
⑥療養介護
⑦生活介護
⑧重度障害者等
　包括支援
⑨共同生活介護
⑩施設入所支援

○相談支援
○日常生活用具
○地域活動支援
○コミュニケーション支援
○移動支援
○福祉ホーム　　　　など

・町が地域の実績に応じて、神奈
　川県と協力して実施します。

・利用者負担のしくみは、「介護給
　付等」を参考に別に定めます。

地域生活支援事業

・利用者負担は、原則１割です。
・所得等に応じ、負担額に上限が　設定されたり、個別減免等
　軽減措置があります。
・施設入所・通所には、別に食費　光熱水費等がかかります。


